
マイナンバーによる情報連携が始まります

マイナポータルのサービス

■マイナンバー制度についてのお問い合わせ
　内閣府　マイナンバー総合フリーダイヤル　☎０１２０－９５－０１７８
　　　　　平日：午前９時30分～午後８時、土日祝：午前９時30分～午後５時30分（年末年始除く）
　内閣府　社会保障・税番号制度のホームページ　http://www.cao.go.jp/bangouseido/index.html

　マイナンバーによる情報連携が開始されると、社会
保障や税などに関する手続きの一部で添付書類の一部
が不要になります。運用開始は平成29年10月頃を予
定していますが、変更される場合もあります。
　なお、情報連携の対象外の手続きや、対象手続きで
あっても引き続き必要な添付書類もありますので、各
種手続きの際は、各担当課にお問い合わせください。

情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これ
まで住民の皆さんが行政の各種事務手続で提出
する必要があった添付書類を省略することがで
きるよう、専用のネットワークシステムを用い
て、異なる行政機関の間で情報を直接やり取り
する全国的なシステムです。

マイナポータルのサービスが始まりました
　マイナポータルは皆さん一人ひとりのマイナンバー
に関するweb上のポータルサイトです。平成29年７
月から一部のサービスが始まりました。子育てなどに
関する行政手続きがワンストップでできたり、行政機
関からのお知らせを受け取ることができます。米子市
で利用可能となる具体的なサービス内容、開始時期は、
詳細が決まり次第お知らせします。
※ご利用にはマイナンバーカードが必要です。カード
の申請方法は市民課へお問い合わせください。

※ご自宅で利用される場合は、インターネットに接続
できるパソコンと IC カードリーダライタが必要で
す。スマートフォンで利用される場合は、マイナン
バーカードに対応する機種のみ利用できます。

行政サービス検索と電子申請
あなたにあったサービスの検索ができたり、行政
機関や民間事業者へのオンライン申請・オンライ
ン決済などができます。

もっとつながる（外部サイト連携）
事前登録することで、マイナポータルから外部サ
イトへ直接ログインすることができます。

やりとり履歴（情報提供等記録表示）
あなたの特定個人情報を行政機関がやりとりした
履歴を確認することができます。

あなたの情報（自己情報表示）
行政機関が保有するあなたの情報を検索して確認
することができます。
例）所得情報、予防接種履歴、給付情報など

操作履歴
あなたのマイナポータルの操作履歴を確認するこ
とができます。

お知らせ
行政機関から配信されるお知らせを受けとること
ができるようになります。

米子市廃棄物減量等推進審議会の
委員を募集します

　米子市の一般廃棄物の減量と適正な処理について審
議していただくため、次のとおり委員を募集します。
■公募人数・応募資格　２人・平成29年４月２日現在、
満20歳以上で、市内に在住または通勤・通学してい
る方。米子市職員を除く。

■会議　２時間程度の会議を年３回程度開催予定
■任期　２年（平成29年12月１日～平成31年11月30
日を予定）

■応募方法　「一般廃棄物の減量と適正な処理」につい
ての考えを800字程度にまとめ、所定の応募申込書
を同封のうえ、次の応募先に送付してください。

※応募申込書は米子市ホームページに掲載しています。
また、環境政策課窓口でもお渡しします。

■応募締切　10月31日（火）必着
■選考方法　応募書類をもとに、書類選考します。
■応募・問合せ　〒６８３－８６８６　米子市中町20番
地　米子市環境政策課（☎２３－５２５９、 ２３－
５２５８、Ｅメール：kankyoseisaku@city.yonago.
lg.jp）

米子市環境審議会の委員を募集します
　米子市の環境の保全と創造（創り出すこと）に関し
て基本的な事項を調査・審議していただくため、次の
とおり委員を募集します。
■公募人数・応募資格　４人・平成29年４月２日現在、
満20歳以上で、市内に在住または通勤・通学してい
る方。米子市職員を除く。
■会議　２時間程度の会議を年１～２回程度開催予定
■任期　平成29年11月～平成31年11月（予定）
■応募方法　「米子市の環境の保全と創造」についての
考えを800字程度にまとめ、所定の応募申込書を同
封のうえ、次の応募先に送付してください。
※応募申込書は米子市ホームページに掲載しています。
また、環境政策課窓口でもお渡しします。
■応募締切　10月31日（火）必着
■選考方法　応募書類をもとに、書類選考します。
■応募・問合せ　〒６８３－８６８６　米子市中町20番
地　米子市環境政策課（☎２３－５２５６、 ２３－
５２５８、Ｅメール：kankyoseisaku@city.yonago.
lg.jp）



保育施設の入所申請が変わります
　平成30年４月１日の保育施設入所を希望される方へ
　申請書配布期間および受付時期等について、今年度
から次の３点の変更を行ないます。
変更①　申請書類の配布期間　
　いままで：申請書類配布および受付期間
　　　　　　11月１日～30日
　これから：申請書配布期間
　　　　　　10月16日（月）～11月30日（木）
　　　　　　申請受付期間　11月１日（水）～30日（木）
　申請書類の配布は市役所本庁舎１階こども未来課
（11番窓口）および各保育施設で行ないます。
　なお、入所可能児童数（空き状況）については、
11月１日（水）に公開します。
変更②　申請書類の受付場所
　いままで：第１希望の保育施設
　これから：市役所本庁舎１階こども未来課（11番窓口）
変更③　保育施設入所の相談窓口の受付時間　
　いままで：随時受付
　これから：受付期間中（11月１日（水）～30日（木））

は、午前８時30分～11時30分、午後１
時～４時30分

　入所や申請についての相談をご希望の場合は、こ
の時間中に本庁舎１階こども未来課（11番窓口）へ
お越しください。
■問合せ　こども未来課子育て支援係
　　　　　（☎２３－５１７７、 ２３－５１３７、
　　　　　Ｅメール：kodomo@city.yonago.lg.jp）

広告主を募集します
　平成30年度ごみ分別収集カレンダー＆健康ガイド・
国保ガイドの広告主を募集します。

▼印刷部数　87,000部　（平成29年度実績）

▼広告の場所　４月・６月・８月・10月・12月・２月
の下部に２枠ずつ掲載します。

▼広告のサイズ　１枠…たて2.5cm、よこ13.5cm

▼広告掲載料　１枠50,000円

▼募集期間　10月２日（月）～11月10日（金）
■申込・問合せ　環境事業課
　　　　　　　　（☎２３－５３００、 ３０－０２７１）
　応募方法・掲載基準など、くわしくは「米子市ホー
ムページ」に掲載しています。

ふれあいコンサート米子公演
　航空自衛隊西部航空音楽隊によるコンサートを開催
します。
■と き　11月19日（日）開演：午後２時～４時

開場：午後１時
■ところ　米子コンベンションセンター多目的ホール
※入場無料、入場整理券が必要です。入場整理券は10
月中旬から配布します。
■入場整理券配布場所　自衛隊米子地域事務所（西福
原３丁目３－１　ＹＮＴ第４ビル２階）

■問合せ　自衛隊米子地域事務所（☎３３ー２４４０）

第３回原子力防災現地研修会（見学会）
■と き　10月25日（水）午前10時30分～午後３時20分
●島根県原子力防災センター（松江市中原町）
●島根原子力発電所（松江市鹿島町片句）【バス車内
から見学】

■集合
　 ▼西部総合事務所：午前９時（解散：午後４時50分）
　 ▼境港市役所：午前９時40分（解散：午後４時20分）
■応募締切　10月16日（月）必着
■募集定員　40人
■申込・問合せ　〒６８０－８５７０　鳥取市東町一丁
目２７１　鳥取県危機管理局原子力安全対策課（☎
０８５７－２６－７９７３、 ０８５７－２６－８８０５、
Eメール：genshiryoku-anzen@pref.tottori.lg.jp）

■注意事項　◎ハガキに参加される全ての方の住所・
氏名（ふりがな）、電話番号、生年月日を記入のうえ、
ご応募ください。（ハガキ１枚で２人まで応募可。電
話やＦＡＸ、Ｅメールでも申込みができます。）
※電話受付は、平日の午前９時～午後５時
◎参加費無料　◎見学には本人確認書類が必要です。

西部消防局からのお知らせ
● 11月９日は『１１９番の日』です
　消防に対する理解を深め、防火防災意識の高揚と地
域ぐるみの防災体制の確立を目的として、昭和62年に
消防庁が 11月９日を『１１９番の日』として制定しま
した。
　１１９番通報する際は次のようなことに気をつけま
しょう。

▼通報時は、落ち着いて係員の質問に答えてください。
いざという時に備えて、電話のそばに住所、名前、
電話番号を記入したメモを準備しておきましょう。

▼携帯電話からの通報は災害現場の地点特定に時間を
要することがあります。付近の目標となる建物や住
所表示などを確認して伝えてください。

●平成29年秋季全国火災予防運動
防火標語：「火の用心　ことばを形に　習慣に」
実施期間：11月９日（木）～15日（水）

　この時期はストーブ等の暖房器具の使用が増えてき
ます。暖房器具は使用する前の点検を怠らず、正しく
使って火災が発生しないようにご注意ください。
■問合せ　鳥取県西部広域行政管理組合消防局総務課
　　　　　（☎３５－１９５１）

ご注意ください
海外で「麻しん（はしか）」の流行がおきています

イタリア・ルーマニアを含むヨーロッパ地域で「麻し
ん（はしか）」の大規模流行が起きています。海外に行
く方で、麻しんにかかったことが明らかでない場合、
予防接種歴を確認し、２回接種していない人は予防接
種を検討してください。また、帰国後は健康状態に注
意し、発熱などの症状があれば早めに受診しましょう。
■問合せ　健康対策課
　　　　　（☎２３－５４５２、 ２３－５４６０）


